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交通事故を起こした場合、車両の運転手は 

・警察に報告すること 

が道路交通法で定められています。 

 「ケガがないから大丈夫」ではなく必ず警察に届け出ましょう。 

 警察への届け出を怠った場合、「当て逃げ」や「ひき逃げ」 

になるおそれがあります。 

交通事故を防ぐポイント

〇 交差点では安全確認 

交通事故を起こした時の対応

団地内には学校の通学路や公園があるのでゆっくり運転しましょう 

確実な安全確認を心掛けましょう 

優しい気持ちで運転しましょう 

横断歩道はもちろん、ほかの場所でも歩行者には注意しましょう 

〇 相手にゆずる気持ちで運転 

 

運転マナーを守りましょう 

 

〇 スピードを出さない 

〇 歩行者を優先 


